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◇上尾市立小・中学校管理規則 新旧対照表 

改正後  （ 太字 改正部分） 改正前  （   改正部分） 

（栄養主査等） 

第１４条の４ 学校に、栄養主査、栄養主任、栄養

技師、主任専門員及び専門員を置くことができる。 

２ 栄養主査は、上司の命を受け、学校給食の栄養

に関する専門的事項で困難なものをつかさどる。 

３ 栄養主任及び主任専門員は、上司の命を受け、

学校給食の栄養に関する専門的事項で相当困難な

ものをつかさどる。 

４ 栄養技師及び専門員は、上司の命を受け、学校

給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。 

５ 第１項に規定する職員の職は、学校栄養職員を

もって充てる。 

（栄養主査等） 

第１４条の４ 学校に、栄養主査、栄養主任及び栄

養技師を置くことができる。 

２ 栄養主査は、上司の命を受け、学校給食の栄養

に関する専門的事項で困難なものをつかさどる。 

３ 栄養主任は、上司の命を受け、学校給食の栄養

に関する専門的事項で相当困難なものをつかさど

る。 

４ 栄養技師は、上司の命を受け、学校給食の栄養

に関する専門的事項をつかさどる。 

５ 第１項に規定する職員の職は、学校栄養職員を

もって充てる。 

（事務主幹等） 

第１４条の５ 学校に、事務主幹、事務主査、事務

主任、事務主事、主任専門員及び専門員を置くこ

とができる。 

２ 事務主幹は、上司の命を受け、特に困難な事務

を掌理する。 

３ 事務主査は、上司の命を受け、困難な事務に従

事する。 

４ 事務主任及び主任専門員は、上司の命を受け、

相当困難な事務に従事する。 

５ 事務主事及び専門員は、上司の命を受け、事務

に従事する。 

６ 第１項に規定する職員の職は、事務職員をもっ

て充てる。 

（事務主幹等） 

第１４条の５ 学校に、事務主幹、事務主査、事務

主任及び事務主事を置くことができる。 

 

２ 事務主幹は、上司の命を受け、特に困難な事務

を掌理する。 

３ 事務主査は、上司の命を受け、困難な事務に従

事する。 

４ 事務主任は、上司の命を受け、相当困難な事務

に従事する。 

５ 事務主事は、上司の命を受け、事務に従事する。 

 

６ 第１項に規定する職員の職は、事務職員をもっ

て充てる。 

（学校医、学校歯科医及び学校薬剤師） 

第１４条の６ 学校に、学校医、学校歯科医及び学

校薬剤師を置く。 

２ 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校に

おける保健管理に関する専門的事項に関し、技術

及び指導に従事する。 

 

 
 


